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391-1129

▶利用時におつりは出ません。
▶有効期間を過ぎた場合は無効と

なり、現金への払い戻しはでき
ません。

「こものおでかけチ
ケット取扱事業所」
の の ぼ り や ポ ス
ターを掲出してい
る町内の事業所で
のみ利用できます。

観光産業課 観光商工推進室
TEL FAXこものおでかけチケット

11月１日

5,000円1 世帯
につき

利用可能な事業所

利用額

問い合わせ

火

こもの

391-1193

２月28日
火

500円券　10枚

利用期間

▶取扱事業所が定休日や年末年始等で休み
の場合は、期間中でも利用できません。

10月下旬
▶基準日に当町の住民

基本台帳に記録され
ている世帯の世帯主
へ送付します。

▶世帯主宛にゆうパッ
クで発送します。

おでかけ
チケット

2023 年2022 年

配付予定

2 0 2 2 年

菰野町独自支援事業

感染症の影響を受けた町内の全世帯を対象として
ガソリン・軽油・灯油の購入やタクシー運賃に利
用できる「こものおでかけチケット」を発行します。

給油

タクシー
利用

助成券

▶助成券はイメージのため、変更となる場
合があります。

Taxi use

町内事業者でのタクシー運賃

町内事業所でのガソリン
（レギュラー、ハイオク）、
軽油、灯油の購入

（のりあいタクシーには利用不可）

利用方法１

利用方法How to Use ２

こもの
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